
除染と中間貯蔵施設に関するお問い合わせ窓口
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特定廃棄物に関するお問い合わせ窓口
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東日本大震災からの環境再生ポータルサイト
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土壌貯蔵施設

飯舘村長泥地区における再生利用実証事業

道路の除染

除去土壌等の輸送

仮置場全景

特定廃棄物埋立処分施設仮置場での搬出作業

東日本大震災から10年が経ちました。

ここに、改めて、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り するとともに、

今なお不自由な暮らしを強いられている全ての皆様に対して、 心よりお見舞い申し上げます。

10年前、東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電 所の事故により、大量の放射性物質が環境中に放出され、

東北・関東一円に拡散するなど、広範囲に極めて重大な影響 を及ぼしました。

その結果、多くの住民が長期間にわたって避難を余儀なくさ れました。

環境省では、住民の方々が一刻も早く帰還し、生活の再建に 取り組めるように、

多くの関係機関の皆様のご協力を得ながら、世界的にも前例 のない規模と方法で

除染事業などの環境再生事業に取り組んでまいりました。

その過程では、地元の方々の大変重いご決断の下、中間貯蔵 施設を受入れていただくことにもなりました。

第１期復興・創生期間が終わりを迎える中、環境省のこれま での環境再生事業の10年を振り返り、

どのような結果をもたらしているか、また、環境省の施策分野 において、

福島の復興に貢献する取組がどのように進められようとして いるのかについてご紹介するため、本パンフレットを作成しました。

復興への道のりは、道半ばであり、いまだ多くの課題があり ます。

環境省は、引き続き、あらゆる関係者とともに福島のその先 の環境づくりを進めてまいります。
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→ 9 P除染
人や環境が放射線から受ける影響を減らすために、

放射性物質が付着したものを除去、あるいは遮へい

物で覆うなどの対応を行います。除去された土壌や

廃棄物（以下、「除去土壌」という）は、一時的な保管

場所である仮置場等において安全に保管します。

2011年３月11日、マグニチュード9.0、震度６～

７という、国内観測史上で最大規模の地震が発生し

ました。震源は三陸沖、深さ約24km。これにより、

岩手、宮城、福島県を中心とした太平洋沿岸を巨大

な津波が襲いました。

→15P中間貯蔵
福島県内の除染によって発生した除去土壌等や廃棄

物は、中間貯蔵施設に輸送され、県外で最終処分

されるまでの間、安全に管理・保管されます。

特定廃棄物とは以下の２種類を指します。

■指定廃棄物

■対策地域内廃棄物

特定廃棄物の処理 →21P

特定廃棄物は仮置場等で適切に保管し、焼却等による減

容化を行います。放射能濃度が10万Bq/kg以下のもの

は、既存の管理型処分施設で埋立て、10万Bq/kgを超え

るものは中間貯蔵施設に搬入します。

放射能濃度が8,000Bq/kg超
の廃棄物であって、環境大臣に
指定されたもの。

汚染廃棄物対策地域※で発生し
た、地震・津波や被災家屋等の解
体により生じたがれきや住民の
一時帰宅の際の片付けごみなど。

再生利用・最終処分 →17P
県外での最終処分に向けては、最終処分量の低減を

図ることが重要です。このため、安全性の確保を前

提としつつ、減容技術等の開発や、除去土壌の再生

利用に関する実証事業等を実施しています。

リスクコミュニケーション／
情報発信 →23P
放射線健康不安対策に係るリスクコミュニケーションにつ

いて、専門家を派遣してセミナー・意見交換会などを実施し

ています。地域の皆様が安心して生活できるように、放射線

や環境再生の進捗等の情報を積極的に発信しています。 

環境省がこの10年で、取り組んできたこと。
福島県の環境再生のために

この地震により発生した津

波の影響により、東京電力福

島第一原子力発電所で事故

が発生しました。

福島再生・
未来志向プロジェクト →25P
環境省では、環境再生の取組に加え、2018年８月から地

域のニーズを踏まえ、「脱炭素」「資源循環」「自然共生」と

いった環境の視点から地域の強みを創造・再発見する「福

島再生・未来志向プロジェクト」に着手しています。

東京電力福島第一原子力発電所の事故

大気中に放射性物質が放出され、雨などで地表や建

物、樹木などに降下することにより、土壌の汚染や、

汚染された廃棄物が発生しました。

放射性物質による汚染が人の健康や生活環境に及ぼす

影響を、すみやかに低減することが喫緊の課題となり

ました。

放射性物質による環境の汚染が発生

2011年３月11日の東日本大震災、そして東京電力福島第一原子力発電所の事故により、未曾有の被害が発生しました。

環境省では、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、除染や汚染廃棄物の処理などを開始。

多くの方々のご協力をいただき、2018年３月には帰還困難区域を除いて面的除染が完了しました。

インフラも回復し、避難指示も順次解除されるなど、原子力災害からの環境再生が着実に進んでいます。

※汚染廃棄物対策地域：楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村
の全域並びに田村市、南相馬市、川俣町及び川内村の区域のうち警戒区域及び

　計画的避難区域であった区域。

地震・津波

焼却灰、下水汚泥、
浄水発生土、農林業系副産物

除去土壌等

用語解説

東日本大震災に伴う原子力発電所の事故によって放出された放射性物質による環境の汚染が生じ、これによる人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減

することが喫緊の課題となり「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境

の汚染への対処に関する特別措置法」が公布された（2012年1月1日に全面施行）。放射性物質汚染対処特別措置法においては、除染特別地域と汚染状況重点調査地

域が規定され、除染特別地域は、警戒区域又は計画的避難区域の指定を受けたことがある地域が指定されており、同地域では、国が除染の計画を策定し、除染事業を

進めることとした。また、その地域の平均的な放射線量が1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の地域を含む市町村を汚染状況重点調査地域に指定すること

とし、指定された市町村では、年間の追加被ばく線量が1ミリシーベルト以上となる区域について、除染実施計画を定め、除染を実施する区域を決定することとした。

■ 放射性物質汚染対処特別措置法
長期間、具体的には事故後６年を経過してもなお、年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれのある、2011年12月26日時点で年間積算線量が50ミリシーベル

ト超の地域。

■ 帰還困難区域

「リスクコミュニケーション」とは消費者、事業者、行政担当者などの関係者の間で情報や意見をお互いに交換しようというもの。環境省では、放射線への不安や地域の環境再

生の状況などに対して、分かりやすい情報の提供や知る、聞く、学ぶなどの機会を提供。

■ リスクコミュニケーション

放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
別
措
置
法
の
公
布

一部
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用語解説

福島 環境再生マップ
福島県内で様々な環境再生事業を実施しています。

特定復興再生拠点区域

帰還困難区域

中間貯蔵施設

除染特別地域内 面的除染完了
避難指示解除

除染特別地域

南相馬市

大熊町

浪江町

双葉町

葛尾村

川内村

田村市

富岡町

楢葉町

飯舘村

川俣町

東京電力
福島第一
原子力発電所

相馬市

新地町

二本松市

伊達市
福島市

国見町

桑折町

国が除染の計画を策定し除染事業を進める地域として、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき指定されている地域。 基本的には、事故後１年間の積算線

量が20ミリシーベルトに達するおそれがあるとされた「計画的避難区域」と、東京電力福島第一原子力発電所から半径20km圏内の「警戒区域」を指す。

帰還困難区域内に定められた、避難指示解除を目指す区域であり、除染や家屋解体などの環境再生事業をインフラ整備と一体的に進めている。福島復興再生特別措置法に

基づき市町村が策定する特定復興再生拠点区域復興再生計画に沿って、国が除染などの事業を進めている。

■ 除染特別地域 ■ 特定復興再生拠点区域

福島県

中間貯蔵施設（大熊町・双葉町）

再生利用実証事業（飯舘村長泥地区）

中間貯蔵工事情報センター（大熊町）

特定廃棄物埋立情報館「リプルンふくしま」（富岡町）

特定廃棄物埋立処分施設（富岡町）

特定廃棄物セメント固型化処理施設（楢葉町）

環境再生プラザ（福島市）＊旧除染情報プラザ

情報発信施設

情報発信施設

情報発信施設

特定復興再生拠点区域における除染（夜ノ森駅前広場）
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福島 環境再生と復興のあゆみ

2016

東日本大震災が発生。その後の東京
電力福島第一原子力発電所の事故
により、放射性物質が放出されま
した。そのため、国は事故直後から
避難指示を出しました。

国は放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、除染や汚染廃棄物の処理など

福島の環境再生と復興に向けて、様々な取組を行ってきました。

除去土壌等の輸送

飯舘村での実証事業

双葉町公民館・体育館の解体作業

南相馬市での実証事業

特定廃棄物埋立処分施設

2011年 3 月 11日

出典：東京電力ホールディングス

避難指示解除の要件は、①空間線量率で推定された年間積算線量が20ミリシーベルト以下となることが確実であること、②電気、ガス、上下水

道、主要交通網、通信など日常生活に必須なインフラや医療・介護・郵便などの生活関連サービスが概ね復旧すること、子どもの生活環境を中心

とする除染作業が十分に進捗すること、③県、市町村、住民との十分な協議、とされている。（「特定復興再生拠点区域の避難指示解除と帰還・居

住に向けて」（平成30年12月21日原子力災害対策本部）における避難指示解除の要件）

■ 避難指示解除

現在も環 境再生に向けた様々な取組を進めています。

８月
「平成二十三年三月十一日
に発生した東北地方
太平洋沖地震に伴う
原子力発電所の事故により
放出された放射性物質
による環境の汚染への
対処に関する特別措置法」
の公布

11月
「平成二十三年三月十一日
に発生した東北地方
太平洋沖地震に伴う
原子力発電所の事故により
放出された放射性物質
による環境の汚染への
対処に関する特別措置法に
基づく基本方針」が閣議決定

７月
放射性物質汚染対処特別
措置法に基づき、田村市、
楢葉町、川内村で本格的な除染
（面的除染）を開始

放射性物質汚染対処特別
措置法に基づき、役場、公民館、
アクセス道路、インフラ施設等
を対象とした先行除染を開始

12月
国が中間貯蔵施設の設置
及び既存の管理型処分場の
活用の受入れを要請

田村市
避難指示解除

４月

福島県知事が
中間貯蔵施設の
建設受入れを容認

９月

「日本環境安全事業
株式会社法（JESCO法）」
の改正案が成立

11月

大熊町が中間貯蔵施設の
建設受入れを容認

12月

飯舘村※、川俣町、
浪江町※避難指示解除

３月

富岡町※避難指示解除
４月

南相馬市小高区東部
仮置場での
再生利用実証事業開始

12月

中間貯蔵施設内の
土壌貯蔵施設への貯蔵開始

10月

特定廃棄物埋立処分施設
への搬入を開始

11月

帰還困難区域内の
特定復興再生拠点区域で、
家屋等の解体・除染工事に着手

12月

双葉町が中間貯蔵
施設の建設受入れを容認

１月

福島県、大熊町・双葉町及び
環境省との間で、中間貯蔵
施設の周辺地域の安全確保等
に関する協定を締結

２月

中間貯蔵施設への
除去土壌等の輸送を開始

３月

楢葉町　避難指示解除
９月

福島県、富岡町及び楢葉町が、
既存の管理型処分場を
活用した特定廃棄物の埋立
処分事業について容認

12月

川内村、避難指示解除
（2014年10月に一部解除）

葛尾村※、避難指示解除
６月

福島県、富岡町、楢葉町及び
環境省との間で、特定廃棄物
埋立処分施設の周辺地域の
安全確保等に関する協定を
締結

南相馬市※

避難指示解除

７月

中間貯蔵施設内の
受入・分別施設及び
土壌貯蔵施設を着工

11月

帰還困難区域を除き、
全ての市町村で
面的除染が完了

３月

「福島再生・未来志向
プロジェクト」に着手

８月

リプルンふくしまが
富岡町に開館

飯舘村長泥地区での
再生利用実証事業開始

11月

双葉町※

避難指示解除

双葉町・大熊町・富岡町の特定
復興再生拠点区域の一部区域
を先行して避難指示解除

中間貯蔵施設における
処理・貯蔵の全工程で運転開始

「福島の復興に向けた未来志向
の環境施策推進に関する連携
協力協定」締結

中間貯蔵工事情報センター
が大熊町に開館

１月

大熊町※避難指示解除
４月

「ふくしまグリーン
復興構想」の策定

双葉地方広域市町村圏組合
の管理型処分場（クリーン
センターふたば）の活用に
ついて、福島県、同組合及び
環境省との間で基本協定を
締結

８月

３月

８月

2011
（平成23年）

（平成24年）

（平成25年）

（平成26年）

（平成27年）

（平成28年）

（平成29年）

（平成30年）

（平成31年/令和元年）

（令和２年）

2012

2015
2014

2013

１月

環境再生プラザ（旧除染情報
プラザ）が福島市に開館

2019
2018

2017

2020

※帰還困難区域を除く

用語解説

道路の除染
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D e c o n t a m i n a t i o n

除染

東京電力福島第一原子力発電所から放出さ

れた放射性物質によって、広い範囲で環境

汚染が生じました。放射性物質による人の

健康や生活環境への影響をすみやかに低減

させるため、汚染された土地や建物などの

除染を実施してきました。

除去土壌等

■汚染状況重点調査地域 ■除染特別地域 ■特定復興再生拠点区域

帰還困難区域を除 いて、面的除染が完了し、
面的除染が完了し た地域の避難指示が解除されました。

●庭では、表土の削り取りや客土等を
　行います。

●雨どいでは、落葉や堆積物を除去し
　ます。

●屋根では、拭き取りや堆積物を除去
　します。

●田んぼや畑では、表土の削り取りや
客土、表面の土を30cm程度の深さで

　下側の土と入れ替える「反転耕」や、
ほ場を深く耕す「深耕」等を行います。

●林縁から20m程度を目安に効果的な
　範囲で落ち葉や落ちた枝等を取り除
　きます。

●落ち葉などの除去だけでは十分な効
　果が得られない場合は、残っている細
かい落ち葉等堆積有機物残渣を取り
除きます。

●堆積物（落葉・こけ・泥等）を取り除き
ます。

●舗装面ではブラシや高圧水等での洗浄
　を行うこともあります。

除染の方法

汚染状況重点調査地域とは、追加被ばく線量が１時間当たり

0.23マイクロシーベルト以上の放射線量の地域を含む

市町村です。除染を実施することとした市町村が、環境省

との協議を経て、除染の方針、実施区域、実施手法、実施主体、

除染の優先度、実施時期等を定めた除染実施計画を策定

しました。

市町村、県、国等は、除染実施計画に基づき除染を実施し、
2018年３月19日までに帰還困難区域を除く全ての面的除染
が完了しました。

国が特別地域内除染実施計画に基づき、除染を実施し、
2017年３月末までに帰還困難区域を除き面的除染が完了
しました。

各市町村長が復興及び再生を推進するための計画（「特定復
興再生拠点区域復興再生計画」）を作成し、内閣総理大臣の
認定を受け、区域内の帰還環境整備に向けた除染・インフラ
整備等が集中的に行われています。

放射性セシウムは粘土鉱物に吸着しやすく、一度固

定されると水に溶け出しにくい性質があります。

そこで、環境中の放射性物質による被ばく線量を下

げるために、まずは放射性セシウムが付着した土を

除去・遮へいし、遠ざける対策を行いました。

除染特別地域とは、東京電力福島第一原子力発電所から

半径20km圏内の「警戒区域」と半径20km以遠の事故発生

から１年の期間内に積算線量が20ミリシーベルトに達する

おそれのある「計画的避難区域」です。国が除染の計画を

策定し除染事業を進めました。

特定復興再生拠点区域とは、帰還困難区域内に定められた、

避難指示解除を目指す区域であり、除染や家屋解体などの

環境再生事業をインフラ整備と一体的に進めています。

宅地

道路

森林

農地

南相馬市

大熊町

浪江町

双葉町

葛尾村

川内村

田村市

富岡町

飯舘村

東京電力
福島第一
原子力発電所

面的除染完了
避難指示解除

帰還困難区域 中間貯蔵施設 中間貯蔵施設除染特別地域

福島県福島県

山形県山形県
宮城県宮城県

岩手県岩手県秋田県秋田県

新潟県新潟県

栃木県栃木県

群馬県群馬県

茨城県茨城県

埼玉県埼玉県

千葉県千葉県

汚染状況重点調査地域に
指定されている市町村

汚染状況重点調査地域の
指定が解除された市町村

東京電力
福島第一
原子力発電所

特定復興再生拠点区域

東京電力
福島第一
原子力発電所

面的除染完了
避難指示解除

帰還困難区域除染特別地域
面的除染完了
避難指示解除

帰還困難区域

南相馬市

大熊町

浪江町

双葉町

葛尾村

川内村

田村市

富岡町

楢葉町

飯舘村

川俣町

二本松市
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福島県の空間線量率は、
世界の主要都市と
同レベルになっています。

【単位：μSv/h】

0.08
ベルリン 0.07

北京

0.04
東京

0.05
ニューヨーク 0.12

ソウル

0.04
パリ

0.05
会津若松市

0.13
福島市

0.06
南相馬市0.07

郡山市

0.06
白河市

0.04
南会津町

0.06
いわき市

0.10
シンガポール

東京電力
福島第一
原子力発電所

空間線量率も減少。継続的な除染効果が確認されています。
事故直後と比べて空間線量率は着実に下降傾向にあります。

注：宅地、農地、森林、道路の空間線量率の平均値（測定点データの集計）
宅地には学校、公園、墓地、大型施設を、農地には果樹園を、森林には法面、草地・芝地を含む。
除染後半年から１年に、除染の効果が維持されているか確認をするため、事後モニタリングを実施。
各市町村の事後モニタリングデータはそれぞれ最新の結果を集計。

[実施時期]
除染前測定：2011年11月～2016年11月
除染後測定：2011年12月～2017年11月
事後モニタリング：2014年10月～2018年８月

農地 森林 道路宅地

76%
低減

72%
低減

55%
低減

64%
低減

空
間
線
量
率
（μ

S
v
/
h

）

（n=261,153） （n=119,226） （n=93,938） （n=86,915）

（n=561,232）

2.00

1.00

0.00

事後モニタリング
除染後
除染前

1.39

0.56

0.33

1.45

0.59

0.41

1.59

1.11

0.72

1.21

0.67

0.44

60%
低減

59%
低減

30%
低減

44%
低減

例えば宅地では、除染によって放射線量が60％低減し、その後のモニタリング調査では76％まで低減しました。

面的な除染の効果が維持されていることが確認されています。

福島県の空間線量率は、

年月の経過とともに

減少しており、

現在では海外主要都市と

ほぼ同水準になっています。

出典：福島県「復興・再生のあゆみ第３版」、日本政府観光局
パリは2018年10月、ニューヨークは2019年１月、ベルリン、シンガポール、北京及びソウルは2019年９月、
東京都、福島県内各所は2020年７月時点の数値

▶80km圏内における空間線量率の分布マップ

※事故１ヶ月後のマップは現在と異なる
　手法によりマッピングされたもの。

※本マップには天然核種による空間線
　量率が含まれています。

凡例
地表面から１m の高さの
空間線量率（μSv/h）

19.0 19.0 ＜
9.5 - 19.09.5 - 19.0

3.8 - 9.53.8 - 9.5

1.9 - 3.81.9 - 3.8

1.0 - 1.91.0 - 1.9

0.5 - 1.00.5 - 1.0

0.2 - 0.50.2 - 0.5

0.1 - 0.20.1 - 0.2

≦  0.1  0.1

測定結果が
得られていない範囲

事故1ヶ月後（2011.04.29） 事故114ヶ月後（2020.10.02）

【出典】原子力規制委員会「福島県及び
その近隣県における航空機モニタリング
の測定結果について」令和３年２月15 日

除染によって放射線量が大幅に低減。作業後も その効果は持続しています。
特定復興再生拠点区域の除染や家屋等の解体 を進めています。

特定復興再生拠点区域の除染や家屋等の解体を進めています。
環境省では現在、特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、６つの町と村で、帰還困難区域の除染や家屋等の解体を

進めています。2020年３月には、JR常磐線全線運転再開に合わせ、双葉町、大熊町、富岡町の一部で先行的に避難指示が

解除されています。

●農地除染
（大熊町）

除染前

●施設の除染
（浪江町、陶芸の杜おおぼり）

除染後除染中 除染後

●学校の除染
（双葉町、双葉南小学校）

除染前

●道路の除染
（富岡町、夜の森地区）

除染後除染中 除染後

双葉町

大熊町

浪江町

富岡町

飯舘村

葛尾村

2017年９月15日

2017年11月10日

2017年12月22日

2018年３月９日

2018年４月20日

2018年５月11日

約555ha

約860ha

約661ha

約390ha

約186ha

約95ha

2017年12月25日

2018年３月９日

2018年５月30日

2018年７月６日

2018年９月28日

2018年11月20日

2022年春頃

2022年春頃まで

2023年３月

2023年春頃

2023年春頃

2022年春頃まで

町村名 認定日 区域面積 着工日 解除目標時期

ボランティアによる稲刈りと
地域住民との交流会（楢葉町）
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保管・輸送
S t o r a g e  a n d  T r a n s p o r t a t i o n

除染によって生じた除去土壌等は、各地域の

仮置場等で一時的に保管します。福島県内で

発生した除去土壌等は、順次、安全かつ集中

的に管理・保管するため中間貯蔵施設へと運

ばれます。2021年度末までの概ね搬入完了

（帰還困難区域のものを除く）に向け、安全に

輸送を行っています。

1 仮置場で一時的に保管

仮置場の原状回復も進めています

地権者等による営農再開

写真提供：二本松市

放射性物質を含む土壌や汚泥、草木などは、市町村のご協力

を得て、確保した場所に一時的に保管します。仮置場では、

放射性物質による人の健康や環境への影響を低減させる

ため、遮へい等の措置を講じながら適切に管理しています。

2 仮置場から中間貯蔵施設へ

仮置場に保管された土壌等は、順次、中間貯蔵施設へ運ば

れます。輸送対象物量は東京ドームの容積の約11倍にあ

たる約1,400万㎥（帰還困難区域のものを除く）。その7割

を超える1,055万㎥の輸送が完了しています（2021年３

月末時点）。2021年度末までの概ね搬入完了（帰還困難区

域のものを除く）を目指すとともに、特定復興再生拠点区域

において発生した除去土壌等の搬入を進めます。

除去土壌等の搬出が完了した仮置場は、原状回復工事

を行い、地権者へ返地しています。仮置場総数1,372

カ所のうち、285カ所で除去土壌等を保管中、1,087

カ所で搬出が完了し、うち670カ所の仮置場で原状回

復が完了しました（国管理：2021年２月末時点、市町

村管理：2020年1２月末時点）。

対象物の全数管理、全車両の運行管理、環境モニタリングを行いな
がら、安全かつ確実な輸送を行っています。

仮置場での保管 原状回復完了

2015年３月より、中 間貯蔵施設への除去土壌等の輸送を開始し、
福島県内にあった仮 置場の約８割が解消されました。

中間貯蔵施設等への搬出・仮置場の原状回復

南相馬市

相馬市

新地町

大熊町

双葉町

浪江町
葛尾村

大玉村

川内村

平田村玉川村
鏡石町

矢吹町
泉崎村

中島村

須賀川市

白河市

西郷村

天栄村
下郷町

昭和村

会津美里町

西会津町

喜多方市
北塩原村

会津坂下町

柳津町

湯川村

猪苗代町

猪苗代湖

磐梯町

三島町

金山町

只見町

会津若松市

南会津町

檜枝岐村

いわき市

石川町

浅川町 古殿町

鮫川村

棚倉町

塙町

矢祭町

富岡町

広野町

楢葉町

飯舘村

川俣町

二本松市

田村市
三春町

小野町

郡山市

本宮市

伊達市
福島市

国見町

桑折町

中間貯蔵施設

2021年度輸送対象の市町村

輸送が完了した市町村※

※今後輸送が必要となるものが生じた
場合には輸送することにしている。

※国管理：2021年２月末時点、
　市町村管理：2020年12月末時点

▶中間貯蔵施設に係る当面の輸送の状況

▶仮置場の原状回復の実施例

▶各自治体から中間貯蔵施設への輸送状況

除去土壌等の輸送 専用休憩施設（差塩パーキングエリア）

※2021年３月末時点

※2021年４月１日時点

43

116
165

222
242

331
410

525

1158957

825

159

国管理

市町村
管理

合計

▶原状回復した仮置場数
仮置場の総数1,372カ所

0

200

400

600

800

900

1,000

2020年度末
（見込み）

2021年度末
（見通し）

2019年度末
（実績）

2018年度末
（実績）

2017年度末
（実績）

2016年度末
（実績）

+194

+300

+170程度

679

146

990～
1,000

815～
820

175～
180

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度…

1400

輸送実績量
約4.6万㎥

輸送実績量
約18.8万㎥

輸送実績量
約55.1万㎥

輸送実績量
約183.9万㎥

輸送実績量
約405.9万㎥

単
年
度
輸
送
量（
万
㎥
）（
棒
グ
ラ
フ
）

常
磐
双
葉
Ｉ
Ｃ
供
用

大
熊
Ｉ
Ｃ
供
用

累
計
輸
送
実
績
量（
万
㎥
）（
折
れ
線
グ
ラ
フ
）

累計輸送実績量
約78.5万㎥

（2017年度末時点）

累計輸送実績量
262.4万㎥

（2018年度末時点）

累計輸送実績量
約668.3万㎥

（2019年度末時点）

2021年度
概ね搬入
完了予定
（帰還困難区域の
ものを除く）

累計輸送実績量
約1,055.2万㎥

（2020年度末時点）

輸送実績量

輸送実績量
約386.9万㎥

1 3 1 4



中間貯蔵
I n t e r i m  S t o r a g e

除去土壌等や廃棄物等を管理するための場所

が中間貯蔵施設です。東京電力福島第一原子

力発電所を取り囲む場所において整備され

ており、大熊町・双葉町には大変重いご決断

の下で受入れを容認いただきました。広さは

およそ1,600haあります。2016年11月に

施設整備に着手し、2017年10月に土壌貯蔵

施設への貯蔵を開始しました。

中間貯蔵施設で管理・保管するもの

仮置場等に保管されている除去土壌等

10万Bq/kgを超える放射能濃度の焼却灰等

※可燃物は、原則として焼却し、焼却灰を貯蔵する。

※10万Bq/kg以下の放射能濃度の焼却灰等は、富岡町の
　既存の管理型処分場（旧フクシマ エコテッククリーンセン
　ター）において最終処分する

受入・分別施設（９施設）

福島県内各地の仮置場等から運ばれた除去

土壌が入った大型土のう袋を破り、大型のふ

るい機で、可燃物（袋、草木・根）などの異物を

取り除きます。分別した土壌は重量を測定し、

ダンプトラックまたはベルトコンベアで土壌

貯蔵施設に運搬します。

仮設処理施設（３施設）
（仮設焼却施設・仮設灰処理施設）

仮設焼却施設では、除染廃棄物や災害廃棄物、

草木などの可燃物を焼却し、減容化します。発

生した焼却灰等は、さらに減容化するため、仮

設灰処理施設で溶融処理を行います。

廃棄物貯蔵施設（３施設）

仮設灰処理施設で発生した灰は、

鋼製の角形容器に封入してから、

鉄筋コンクリート造等の廃棄物

貯蔵施設で保管します。

土壌貯蔵施設（８工区）

分別した土壌を投入し、重機を使って敷きならしてから締め固めま

す。貯蔵が完了した後は、遮水シートで土壌を覆います。

安全対策①（遮水工）
遮水シートを二重に敷くことにより、貯蔵
している土壌に触れた水（保有水）が外部
に漏れないような構造となっています。

安全対策②（水処理）
処理後に放射性セシウム濃度
などを測定し、異常がないこと
を確認してから放流します。

安全対策③（環境モニタリング）
環境モニタリングを実施して施設周辺の空間線量率や地下水などの放射性セシ

ウム濃度を測定し、環境への影響がないか監視しています。

除去土壌等を安全に 集中的に管理・保管するための整備が進められており、

現在、全ての処理工程 において施設が稼働しています。

浸出水処理施設

保有水等集排水管

処理土壌
中継テント

ダンピング

遮水工

分別した土壌

貯蔵

双葉町仮設焼却施設及び仮設灰処理施設 廃棄物貯蔵施設（双葉１工区）

位置図

2020年12月時点での各施設の整備の想定範囲を示したものであり、
図中に示した範囲の中で、地形や用地の取得状況を踏まえ、一定のま
とまりのある範囲で整備していくこととしています。また、用地の取
得状況や施設の整備状況に応じて変更の可能性があります。

大熊町

浪江町

双葉町

川内村 富岡町

凡　例

スクリーニング施設

技術実証フィールド

分析施設

監視員待機所

ベルトコンベア

輸送・運搬ルート緑地帯

仮設焼却施設・
仮設灰処理施設

廃棄物貯蔵施設

受入・分別施設

保管場等

土壌貯蔵施設

双葉町

大熊町

6

陳場沢川

夫沢川

小入野川

熊川

細谷川

東京電力
福島第一原子力

発電所
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再生利用・
最終処分
Volume Reduct ion,
Recycl ing and F inal  Disposal

福島県内で発生した除去土壌等については、

中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終

処分を完了するために必要な措置を講ずる

こととされています。最終処分に向けては、

最終処分量の低減を図ることが重要であり、

2016年に策定した技術開発戦略と工程表

に沿って、具体的な取組を進めています。

技術開発戦略・工程 表に基づき、
再生利用等の取組を 進めています。

中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略　・工程表の概要

用途の限定

●管理主体や責任体制が明確となっている公共事業等であって、

　長期間人為的な形質変更が想定されない盛土等の構造基盤

例）　防潮堤、海岸防災林、道路等の盛土材の構造基盤の部材、

廃棄物処分場の覆土材、土地造成における埋立材・充填材、農地（園芸作物・資源作物）等

適切な管理

●施工中の追加被ばく線量を1mSv/年を超えないように

　制限するための放射能濃度を設定

●再生利用可能濃度は8,000Bq/kg以下を原則とし、用途ごとに設定

●覆土等の遮へい、飛散・流出の防止、記録の作成・保管等

最終処分の方向性検討

分級処理技術開発の先行・実証
分級以外の減容
処理技術の実証

実事業への移行

中間目標
（2018年度）

戦略目標
（2024年度）

最終処分量
最終処分量

再生利用量
再生利用量

最終処分量
最終処分量

減容技術の組合せ検討
技術の絞り込み・
最終処分方式検討

再生利用の基本的考え方の取りまとめ、実証事業・モデル事業の実施、
促進方策・実施方針等の検討、手引きの作成・充実化

減容・再生利用・最終処分など各取組に関する情報発信、対話型・参加型の理解・信頼醸成活動の実施
必要な体制整備（関係機関等との連携、人材育成等）

最終処分方式の具体化

再生利用先の具体化、再生利用の本格化

再生利用量

安全裕度 遮へい厚

再生資材

覆土厚覆土厚

土木構造物としての
修復措置がなされる目安

覆土厚は、土木構造物としての通常の補修がなされる場合でも、
被ばくを制限するための遮へい厚が確保されるよう設計

戦略の工程管理

全国民的な理解の醸成等

再生資材化した除去土壌の
安全な利用に係る基本的考え方

●2016年６月、放射線に関する安全性の確保を大前提に、減容

　処理等を行った上で除去土壌を再生資材化し、適切な管理の

　下での利用を実現するための 『基本的考え方』 を公表。

●本基本的考え方を指針として、実証事業・モデル事業等を

実施し、放射線に関する安全性の確認や具体的な管理方法の

検証を行うとともに、全国民的な理解の醸成に取り組み、

再生利用の本格化に向けた環境整備を進める。

技術開発・実証

再生利用の推進

陥没や法面崩壊が
生じても、
遮へい厚は確保
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最終処分に向けて、減容技術等の開発や
除去土壌の再生利用実証事業を行っていま す。

南相馬市小高区東部仮置場での
再生利用実証事業 2016.12～

除去土壌から、草木や金属等を取り除いて再生資材

化し、再生資材を用いて施工した盛土の安全性等を

確認しています。

飯舘村長泥地区の特定復興再生拠点区域※では、村内の

仮置場の除去土壌を再生資材化し、盛土実証ヤードで

花きや野菜などの栽培実験を行っています。これまで

の食用作物の放射性セシウム濃度の測定結果は、検出

下限値未満とされ得る値となっています（厚生労働省

の定める食品中の放射性セシウム検査法では、検出下

限値は20Bq/kg以下とされています。検出されるまで

測定した結果、0.1～2.3Bq/kgとなっており、一般食

品の放射性物質の基準値である100Bq/kgよりも十

分低い値となっています）。

飯舘村長泥地区での
再生利用実証事業　2018.11～
※特定復興再生拠点区域についてはP５-6参照

 盛土実証ヤードでの作付けの様子

再生資材化施設

造成した農地における栽培実験の様子

飯舘村長泥地区の住民の方々

農地造成イメージ

除去土壌の分級処理システム
実証事業　2018.12～2019.８

技術実証フィールド　2020.1～

土壌の分級技術は、土壌を粒度別に分別する技術で

す。除去土壌を分級処理することで、元の土壌より放

射性セシウム濃度の低い、粒度の大きな礫・砂を取り

出すことができます。中間貯蔵施設内（大熊町）で実

施した実証事業では、分級処理により取り出した礫・

砂の放射性セシウム濃度は、元の土壌から約４分の

１程度にまで低下しました（通常分級処理で約

71.5%、高度分級処理で約77.9%低下）。

除去土壌等の処理や減容・再生利用等に関する実用的な技術の開

発を行う施設です。中間貯蔵施設内（大熊町）という立地環境を活

かして、中間貯蔵施設に運び込まれた除去土壌等を用いた調査研

究を行っています。

受入・分別施設で
分別した土壌

砂からさらにシルト・粘土を分離する試験を実施

高度分級処理

礫
（２mm以上）

通常分級処理

砂
（75μm～２mm未満）

シルト・粘土
（75μm未満）

分析室棟

実証ヤード

管理棟

資材置場

再生資材化実証工程
（南相馬実証事業の例）

大型土のう袋を開封し、
大きな異物を分別・除去

ふるいでより小さな
異物を分別・除去

放射能濃度を測定し、
土壌を分別

盛土に利用する土壌の品質を
調整（水分・粒度など）

土のう袋の開封・
大きい異物の除去1 小さな異物の

除去2 品質調整4濃度分別3

除草・伐採を行い、
その後抜根などを
行います。

再生資材を盛土し、
その上を50cmの
覆土で覆い、農地を
造成します。

将来的には作物が
育てられる環境に。

農地造成予定地

覆土

再生資材（5,000Bq/kg以下）

柳などの草木

試験盛土の様子（2017年９月撮影）

再生利用実証事業の様子（2021年4月撮影）

中間貯蔵施設内分級施設（大熊町）
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Landf i l l  D i sposa l  P lan
of  Spec i f ied Waste

特定廃棄物の
処理

特定廃棄物埋立処分 施設には、搬入目標の約６割の廃棄物を搬入し、
安全に管理しています 。

特定廃棄物は、仮置場で分別し、焼却等により

減容化した後、可燃物の焼却灰やリサイクル

できない不燃物などを埋立処分しています。

埋立処分施設においては、放射性物質が埋立

地外へ漏出しないよう多重の安全対策を実施

しています。

特定廃棄物

指定廃棄物

対策地域内廃棄物

放射能濃度が8,000Bq/kg超

の廃棄物であって、環境大臣に

指定されたもの。

汚染廃棄物対策地域※で発生し

た、地震・津波や被災家屋等の解

体により生じたがれきや住民の

一時帰宅の際の片付けごみなど。

※汚染廃棄物対策地域：楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村
　及び飯舘村の全域並びに田村市、南相馬市、川俣町及び川内村の区域
のうち警戒区域及び計画的避難区域であった区域。

焼却灰、下水汚泥、
浄水発生土、農林業系副産物

※2017年11月から2021年3月末時点

特定廃棄物
埋立処分施設

中間貯蔵施設

減容化
（仮設焼却施設
にて焼却等）

10万Bq/kg以下

10万Bq/kg超

特定廃棄物

仮設焼却施設
福島県内の特定廃棄物の可燃物は、仮設焼却施設で

焼却し、減容化を図っています。汚染廃棄物対策地域内

では、これまでに９市町村で11施設を設置しました。

2021年３月末時点で、７施設で焼却が完了し、施設の

解体撤去が順次進められています。

特定廃棄物埋立処分施設

特定廃棄物については、国の事業として、埋立処分を実

施しています。特定廃棄物埋立処分施設には、2021年

３月末時点で、搬入目標の約６割の廃棄物（約17万袋）

の搬入が完了しています。

焼却（写真：浪江町仮設焼却施設）

埋立作業の様子 特定廃棄物埋立処分施設特定廃棄物の輸送車両

可燃物 焼却灰

福島県の指定廃棄物 約6年間埋立期間

約 6年間埋立期間対策地域内廃棄物

双葉郡8町村の生活ごみ

▶埋立作業の基本的な流れ

埋立処分施設に
おける
環境モニタリング1 土堰堤を築く 2 中間覆土層を敷設する 3 廃棄物を埋め立てる

不透水性の土壌層を敷設
することで水と廃棄物と
の接触を低減します。

セメントを混ぜた土で強い堤防を作ります。埋立地の全面に
遮水シートを敷設して外部への浸出水の漏出を防ぎます。

地盤補強材（ジオグリッド）
を埋設し、廃棄物層の安
全性向上を図ります。

放射性セシウムを多く含
む「焼却飛灰」は、セメント
固型化処理を行い放射性
物質の溶出を抑制します。

収納容器に封入したまま
埋め立てることで廃棄物
の流出を防ぎ、安定的に
埋め立てます。

処分施設内及び敷地境
界、周辺の河川などで放
射能濃度等の測定を実
施し、環境への影響がな
いかモニタリングして
います。

安全対策② 安全対策③安全対策①

ベントナイトシート
（不透水性土壌層）

ジオグリッド セメント固型化 収納容器

安全対策④ 安全対策⑤

廃棄物を積み上げた後、中間覆土層を築きます。

１～３を繰り
返して段を積み
上げていきます。

断面図

埋立対象物

土堰堤11
廃棄物3

中間覆土層2

特定廃棄物（福島県内）の処理の流れ
福島県内の指定廃棄物及び対策地域内廃棄物につい

ては、10万Bq/kg以下のものは、特定廃棄物埋立処

分施設で埋立処分を実施しています。10万Bq/kg

を超えるものは中間貯蔵施設に搬入することとして

います。

指定廃棄物 対策地域内廃棄物

南相馬市

葛尾村

双葉町
大熊町

富岡町

浪江町

川内村

田村市

飯舘村

楢葉町

川俣町

仮設焼却施設
（処理中）

汚染廃棄物対策地域

帰還困難区域

仮設焼却施設
（処理完了）

2021年３月末時点
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リスクコミュニ
ケーション／
情報発信
R i s k  C o m m u n i c a t i o n

避難指示が解除されても、帰還して安心して

生活するためには、放射線が生活や健康に与

える影響を正しく理解しなければなりませ

ん。そこで環境省は、パンフレットやウェブ

による情報発信をはじめ、住民からの問い合

わせに対応する相談員をサポートする活動

にも積極的に取り組んでいます。

環境再生プラザ
［福島市に2012年１月開館］ ［大熊町に2019年１月開館］

●研修会の開催 ●住民への理解促進 ●専門家派遣等の技術支援

地域のみなさまの不 安を解消できるように、
相談員支援や情報発 信にも力を入れています。

住民等の理解を得るための活動を行うとともに、除

染や中間貯蔵等の環境再生事業の歩み、最新の情報

を広く伝える拠点として、パネルや模型展示、専門ス

タッフによる解説や相談を行っています。

正確な情報発信

中間貯蔵工事情報センター

中間貯蔵施設で行われている除去土壌等の搬入や施

設整備工事の進捗状況、安全への取組を映像や展示

を通じて紹介しています。地元自治体である大熊町・

双葉町の紹介もしています。

（旧「除染情報プラザ」）

リスコミ活動支援

東京電力福島第一原子力発電所の事故により避難指示が

出された12市町村を中心に福島県全域において、自治体

職員の方々や、住民からの放射線による健康影響等の様々

な生活上の問題に対応する相談員等に対して、相談対応へ

のアドバイスや専門家の現地派遣、研修会の開催等の支援

を無料で行っています。

放射線に関する科学的知見や、復興への省庁等の取組をま

とめた資料「放射線による健康影響等に関する統一的な基

礎資料（日本語、英語）」他、各種パンフレット等を作成し、

研修や国際会議等で配布しています。ウェブサイトも日本

語だけでなく英語版サイトを開設し、海外へ向けての情報

発信も積極的に行っています。

［富岡町に2018年８月開館］

リプルンふくしま

放射性物質に汚染された廃棄物の埋立処分事業の概

要や必要性、安全対策、進捗状況などについて「見て、

触れて、学べる」体験型の情報館です。他にも参加型

イベントなど様々な企画を実施しています。

●ウェブサイトの拡充 ●海外向け情報発信●資料やパンフレットの作成

http://josen.env.go.jp/plaza/info/monthly/
ふくしま環境再生

http://josen.env.go.jp/saisei/
東日本大震災からの環境再生ポータルサイト Environmental Remediation

http://josen.env.go.jp/en/
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福島再生・
未来志向
プロジェクト
F u k u s h i m a  R e g e n e r a t i o n /
F u t u r e - O r i e n t e d  P r o j e c t  

環境省では、環境再生の取組のみならず、脱

炭素、資源循環、自然共生といった環境の視

点から福島復興の新たなステージに向けた

取組を推進しております。

2020年８月には福島県と「福島の復興に向

けた未来志向の環境施策推進に関する連携

協力協定」を締結し、福島県とともに未来志

向の環境施策を推進していきます。

「福島イノベーション・コースト構想」は、東日本

大震災及び原子力災害によって失われた福島県

浜通り地域の産業を回復するため、当該地域の新

たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクト

です。環境省では６つの重点分野のうち「エネル

ギー・環境・リサイクル」分野において、先進的な

リサイクル技術の産官学連携、技術開発等に関す

る取組を推進していきます。

産業創生への支援

不燃性廃棄物の再資源化施設の整備 大熊・双葉環境まちづくりミーティング

地域のニーズを踏まえ、復興に携わる人・

まちの視点から、再生可能エネルギーの導

入、技術開発の一層の加速化等に資する実

行可能性調査（FS：フィージビリティスタ

ディー）を実施し、地域の「脱炭素×復興ま

ちづくり」を支援しています。

脱炭素まちづくりへの支援

「ふくしまグリーン復興構想」は自然環境の保全

と調和を図りながら適正な利用により、国内外の

交流人口の拡大を目指します。福島県と連携し、

自然公園の利用者や各地域のニーズ等の把握に

努めながら、３つの柱に沿って本構想の実現に

取り組みます。

ふくしまグリーン復興への支援

磐梯朝日国立公園での
ワーケーションの聖地を目指した取組

産官学で連携し、放射線健康不安に対する

リスクコミュニケーションや福島の復興の

歩みを学ぶホープツーリズムの実施、地域

の魅力発信や復興への取組等を支援し、福

島における風評払拭の取組を強化します。

地域活性化への支援

福島フェスでの風評払拭のための取組

環境省は福島県と ともに、
未来志向の環境施 策を推進していきます。

環境省の取組
環境省では地域のニーズを踏まえ、2018年８月より環境の　　視点から地域の強みを創造・再発見する「福島再生・未来志向プロジェクト」の取組を推進しております。

福島県と「福島の復興に向けた未来志　 向の環境施策推進に関する連携協力協定」の締結
「福島再生・未来志向プロジェクト」の取組を踏まえ、2020年　　８月27日に福島県と未来志向の環境施策の推進に向けて連携協力協定を締結しました。

環境省として単一の地方公共団体と包括的な協定を締結す　　ることは初めてのことです。

自然資源活用による交流人口の拡大

「ふくしまグリーン復興構想」等の
着実な推進

協定書披露の様子（2020年８月27日）

自立・分散・ネットワーク型の社会形成の実現

ポスト・コロナ社会を先取りした
環境施策の推進

浜通り地区をはじめとする復興の加速と

地球温暖化対策への寄与

復興と共に進める地球温暖化対策の推進

シンポジウムなどを開催し、

福島復興の姿を福島県内外へ発信

本協定の効果的な実施に関する共通的事項
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環境再生と復興への道は、道半ばですが、
一歩ずつ、着実に進んでいます。

環境省では、福島の環境再生、復興に貢献するため、多くの関係者の皆様のご協力を得ながら、

世界的にも前例のない規模と方法で除染などの環境再生事業に取り組んできました。

その結果、空間線量は大幅に低下し、約8.1万人が対象となった避難指示は、これまでに約７割の面積の区域で解除されました。

福島県全体についても、安全観の回復、インフラ整備の進展、産業指標の改善などが見られます。

一方で、今もなお避難を強いられている方がおられ、帰還困難区域では今も除染が進められているなど、復興は道半ばです。

環境省は、引き続き、福島の環境再生、さらにその先の環境づくりに取り組んでいきます。

除染作業等の進捗によって、
県土に占める避難指示区域の面積は約８％から約 2.4％へ縮小。

福島県内の避難指示区域の推移 *

20km 20km

30km

富岡町

大熊町

双葉町

葛尾村

浪江町

飯舘村

帰還困難区域 約337k㎡

約28k㎡

約813k㎡

特定復興再生拠点区域

避難指示が解除された区域

避難指示
区域

県土の約８%
（県土13,783k㎡）

避難指示
区域

県土の約2.4%
（県土13,783k㎡）

約71%縮小

2011年４月23日時点 2020年３月10日～現在

※帰還困難区域の面積には、
　特定復興再生拠点区域の
　面積を含む。

0

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

180,000
（人）

2012.5 2013.5 2014.5 2015.5 2019.5 2020.7

県内避難者

県外避難者

避難先不明者

避難指示が全域解除
されている市町村の
居住状況（2020年６月現在）*

【2014年解除】
田村市(都路地区)

【2015年解除】
楢葉町

【2016年解除】
川内村
南相馬市(小高区)

【2017年解除】
川俣町（山木屋地区）

84.2%

59.2%

80.7%
54.2%

47.0%

102,827

62,038

164,865

97,286

147

54,680

152,113

50

83,250

45,854

129,154

31

67,782

46,170

113,983

13

31,908

11,321

43,242

13

30,211

7,590

37,814

避難者数の推移

出典:福島県災害対策本部「平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報、各月報」を用いて作成(2020年７月時点)

道路等の交通網復旧・整備の状況*

震災前を 100% とする農業産出額の比率 *

出典： *福島県「復興・再生のあゆみ（第3版）」  ** 福島県政世論調査

観光客入込数は、
震災前の 98.5％まで回復。
教育旅行についても回復傾向。

被災地における
営農も徐々に再開。
農業産出額は震災前の
90.7％まで回復。

道路等の交通網の整備が進み、
JR 常磐線は全線で運転を再開。

県内在住者の生活環境に対する安全観も、震災前の水準に回復傾向。

140.0％

120.0％

100.0％

80.0％

60.0％

40.0％

20.0％

0.0％

140.0％

120.0％

100.0％

80.0％

60.0％

40.0％

20.0％

0.0％
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100.0％ 101.2％ 104.9％ 103.7％
108.6％ 114.8％ 112.3％113.6％

104.9%

全国
福島

全国
福島

８兆1,000億 ８兆2,000億 ８兆5,000億 ８兆5,000億 ８兆4,000億 ８兆8,000億 ９兆2,000億 ９兆3,000億 ９兆1,000億
2,330億 1,851億 2,021億 2,049億 1,837億 1,973億 2,077億 2,071億 2,113億

(円)

(円)

観光客入込数等の推移 *

観光客入込

教育旅行入込 (2009年=100％とした場合)

73

89100

50

0
20102009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

100

26

100

19

学校数
人泊

（単位:%）

57,179

35,211

60000

50000

40000

30000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

（単位：千人）

56,344

震災前の98.5％まで回復
全国平均は108.8％
（観光庁が把握している2010～2018年の数値をもとに、算出した数値。対象は17県）

常磐自動車道常磐自動車道
JR常磐線

国道399号国道399号

小名浜道路小名浜道路

国道288号国道288号

国道349号国道349号

国道114号国道114号

小野富岡線小野富岡線吉間田滝根線吉間田滝根線

原町川俣線原町川俣線

磐越
自動車道
磐越

自動車道

東
北
自
動
車
道

東
北
自
動
車
道

あぶくま
高原道路
あぶくま
高原道路

いわきJCTいわきJCT

米沢北米沢北

福島大笹生福島大笹生

福島JCT福島JCT

桑折JCT桑折JCT

伊達桑折伊達桑折

伊達中央伊達中央
霊山霊山

霊山飯舘霊山飯舘
相馬玉野相馬玉野

相馬山上相馬山上

南相馬鹿島南相馬鹿島

南相馬南相馬

浪江浪江
常磐双葉常磐双葉

常磐富岡常磐富岡

ならはならは

広野広野

いわき四倉いわき四倉

いわき中央いわき中央

いわき湯本いわき湯本

いわき勿来いわき勿来

大熊大熊

相馬相馬

新地新地

相馬駅

新地駅

小高駅

浪江駅

双葉駅

大野駅

富岡駅

竜田駅

広野駅

原ノ町駅

夜ノ森駅

東北中央自動車道

2017.
11.４
開 通

2016.
９.11
開 通

2018.
３.10
開 通

2021.
4.24
開 通

2017.
３.26
開 通

2019.
12.22
開 通

2020.
8.２
開 通 2016.12.10

運転再開

至宮城県
浜吉田駅

2011.12.21
運転再開

2016.７.12
運転再開

2017.４.１
運転再開

2020.３.14
運転再開

2017.10.21
運転再開
2014.６.１
運転再開

2021.3.30 
常磐自動車道 
いわき中央IC～
広野IC間の
うち約15km
４車線化

新駅開業
「Jヴィレッジ駅」
2019.４.20

小名浜港

相馬港

福島
空港
福島
空港

6

4

福島県政世論調査「あなたの住む地

域は、水や大気など環境汚染に関し

て、安全な生活環境が確保されてい

ると思いますか。」の問いに対する

「はい」または「どちらかと言えば

「はい」の回答者割合。**

福島県全域 会津 中通り 浜通り

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2010年度

2014年度

2011年度

2012年度

2016年度

2013年度

2015年度

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

東京電力
福島第一
原子力発電所

東京電力
福島第一
原子力発電所

警戒区域

計画的避難区域
約1150k㎡
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お問い合わせ・アクセス

中間貯蔵工事情報センター

福島県双葉郡大熊町大字小入野字向畑256

0240-25-8377

開館時間：10:00～16:00

休館日：日曜日・月曜日、年末年始

※月曜日が祝日の場合は翌平日

http://www.jesconet.co.jp/

interim_infocenter/

リプルンふくしま

福島県双葉郡富岡町大字上郡山字太田526-７

0240-23-7781

開館時間：9:00～17:00

休館日：月曜日、年末年始

※月曜日が祝日の場合は翌平日

http://shiteihaiki .env.go.jp/

tokuteihaiki_umetate_fukushima/

reprun/

東日本大震災からの
環境再生ポータルサイト

▶除染情報サイト

http://josen.env.go.jp/

▶中間貯蔵施設情報サイト

http://josen.env.go.jp/chukanchozou/

▶放射性物質汚染廃棄物処理情報サイト

http://shiteihaiki .env.go.jp/

▶福島再生・未来志向プロジェクトサイト

http://shiteihaiki .env.go.jp/fukushimamirai/

福島県福島市栄町11-25　ＡＸＣビル ４階 ５階 ６階

024-573-7330

環境再生プラザ

福島県福島市栄町１-31 １階

024-529-5668

開館時間：10：00～17：00

休館日：月曜日

※月曜日が祝日の場合は翌平日

http://josen.env.go.jp/plaza/ 

除染と中間貯蔵施設に関する
お問い合わせ窓口

0120-027-582（9：30～18：15 日祝除く）

特定廃棄物に関する
お問い合わせ窓口

0120-869-444（9：30～18：15 日祝除く）

環境省
福島地方環境事務所

東京都千代田区霞が関１-２-２

03-3581-2788

http://www.env.go.jp/

環境省
環境再生・資源循環局

http://josen.env.go.jp/saisei/

大熊町

双葉町

富岡町

双葉駅常
磐
自
動
車
道

大野駅

夜ノ森駅

J
R
常
磐
線

288

251

常磐双葉 IC

常磐富岡 IC

東京電力
福島第一原子力

発電所大熊IC

三角屋
交差点

楢葉町

富岡町
東京電力

福島第二原子力
発電所

至相馬市

特定廃棄物
埋立処分施設
特定廃棄物
埋立処分施設

至いわき市

リプルン
ふくしま

環境省
福島地方環境事務所

環境再生プラザコラッセ
ふくしま

福島リッチ
ホテル

ニッポン
レンタカー

エスタビル

東北電力

東横イン

環境省
福島地方環境事務所

ニッポン
レンタカー

中合

エスタビル

東北電力

福島駅

福島駅
東口

東口

常
磐
自
動
車
道

6

6

6

251

中間貯蔵施設
区域
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中間貯蔵工事
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入
口
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